
視覚に障害のある方のために、点字またはCDによる「みやぎ県政だより」をお届けしています。　問  宮城県視覚障害者福祉協会 ☎022（257）2022
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宮城県庁代表電話　　　　　　　　　　　　　　　 ☎０２２（211）2111　平日　午前8時30分～午後5時15分
消費生活トラブルの相談（消費生活センター）　　　　 ☎022（211）3123　平日　午前9時～午後5時　　土曜　午前９時～午後４時
パスポートに関する問い合わせ（パスポートセンター）　☎022（211）2278　平日　午前８時３０分～午後５時15分

宮城県へのお問い合わせ
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